
「不在者投票の方法について」 

立山町の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために町外に滞在している場合の不在者投票の方

法は、以下のとおりです。  

 

 

 

用紙は立山町選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を、印刷して 

お使いください。また、滞在先の選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもでき 

ます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。 請求方法について 

は法令で定められており、ファックス・電子メール及び電話等での請求はできません。  

 

「宣誓書（兼請求書）」に次の事項を記入して、選挙人名簿に登録されている、立山町 

の選挙管理委員会へ郵送で請求してください。 

・氏名   ・選挙人名簿に記載されている住所 

・現住所  ・送付先 ・連絡先電話番号 

 

選挙管理委員会に「宣誓書（兼請求書）」が届き、 書類審査が済み次第、送付先の欄に 

記載された住所へ、「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を郵送しま 

す。  

 

投票用紙等の関係書類が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会へ投票用紙等に何も 

記載せず、そのままお持ちください。そこで不在者投票を行うことができます。 

不在者投票期間は、公（告）示日の翌日から投票日の前日までです。投票日当日は行 

うことができません。  

 

あなたが不在者投票を行った選挙管理委員会が、立山町の選挙管理委員会へ投票済みの 

不在者投票を郵送します。 

 

 

 

※郵便事情により日数がかかる場合もありますので、お早めに手続きをお願いします。 

宣誓書（兼請求書）

用紙の入手 

あなたからの 

不在者投票請求 

立山町の 

選挙管理委員会 

あなたのもとへ 

投票用紙等が到着 

お近くの市町村の

選挙管理委員会で

不在者投票 


